
たくさんの応援ありがとうございました！

昨年の10月末より指導者と共にチー
ム一丸となりがんばってきました。
２月17日（日）紀三井寺公園をス

タートし県庁前までの全長21.1㎞の10
区間をたすきでつなぎ力の限りを出し
尽くしました。

　円陣を組みみんなで
声を合わせて心をひと
つにしたところが1番
心に残っています。
　キツかった練習もあ
ったけど、みんなで練
習し話したりして仲良
くなれました。

　駅伝が終わって数日は「今
日は練習日かな」と錯覚を起
こします。監督だけかな？
「チャレンジしなかったこと
が後悔になるぞ！」という言
葉覚えていますか？これか
ら先とにかく勇気を出して
チャレンジしてください！
「みんな本当にありがとう」

　一緒に練習を重ねて
きた仲間と大会で走り
切れて、無事に終えれ
てよかったです。
　練習はキツかったけ
ど、仲間とがんばれば
あまりつらいと思いま
せんでした。
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湯浅町代表チーム第13位
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第18回 和歌山県市町村対抗
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太田　悠斗くん
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平成３１年度 病児 ･病後児保育事業登録申込のご案内
教育委員会 幼児教育係（20番窓口）…☎６３－１１１１　病児保育室「こぐまクラブ」…☎５２－８６６７

平山こどもクリニック（有田川町）に併設している、病児保育室「こぐまクラブ」の平成３１年度分の
登録受付を３月１日より開始します。　※事前登録は、年度毎必要です。

事前登録の流れ 利用者 湯浅町教育委員会へ登録申請書提出
※手続きには、母子手帳と印鑑をお持ちください。

病児・病後児保育とは・・・
お子さんが病気またはその回復期にあって保育所等に預けることができず、保護者の方が仕事など
のため、家庭で保育が出来ない場合、一時的にお預かりします。
※医師により、受入が不可能と判断された場合、利用できないことがあります。

◆対象（次のいずれにも該当する子）
①湯浅町に住所を有すること。
②生後６ヶ月～小学６年生まで。
③保護者の方が、お仕事、病気、冠婚葬祭等の理
由で、家庭での保育が困難な状況であること。

◆対象となる病気
①風邪、下痢など、子どもが日常的にかかる病気
②インフルエンザ、おたふくかぜ、水痘などの伝
染性疾患（麻疹は除く）
③喘息などの慢性疾患
④骨折、熱傷などの外傷性疾患
◆利用時間　８時30分～17時30分
　（土・日・祝・その他平山こどもクリニックの休診日はお休みです。）

◆利用料金（１人あたり）
世帯区分 利用料金

生活保護世帯 無料
前年度分の市町村民税
非課税世帯

１日１,０００円
（半日５００円）

その他の世帯 １日２,０００円
（半日１,０００円）

※半日とは、８時30分～12時30分
または13時～17時30分まで

◆利用料金の助成について
病児保育に係る利用料の一部を助成します。
該当する方には、年度末までに申請書を送付
します。

⑴平成29年３月、平成30年３月に中学校を卒業された方
平成31年３月下旬に案内文を送付しますので、次にご留
意の上、ご来庁ください。
・持 ち 物　印鑑（認印） 保護者及び対象児の保険証
・受付場所　１階　健康福祉課　福祉係（11番窓口）
・受付日時
①３月22日（金）から４月５日（金）まで
平日：8：30～20：00　土・日曜日：9：00～17：00
※上記の期間は、平日夜間及び土・日曜日に受付を行います。
②４月８日（月）以降 平日8：30～17：15

平成３１年４月１日から、子ども医療費助成制度の対象年齢が

「中学校卒業まで」から
「１８歳の誕生日後の最初の３月３１日まで」に拡大されます。

⑵平成31年３月に中学校を卒業される方
　平成31年４月に小学校へ入学される方
平成31年３月下旬に有効期限を延長した
受給資格証を送付します。

⑶平成16年４月２日以降に生まれた方
有効期限を18歳まで延長した受給資格証の送付
について、随時、広報ゆあさでお知らせします。

※新しい元号となる５月１日以降も「平成」の元号のま
ま乳幼児・子ども医療費受給資格証を利用できます。

手続き方法

子ども医療費の助成対象年齢が
拡大されます

健康福祉課 福祉係（11番窓口） ☎64-1120問
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